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公 告 第 ７ 号 

令和７年９月３０日 

支出負担行為担当官 

防衛装備庁長官 青柳 肇 

 

公    告 

 

下記により「民間船舶の運航・管理事業（貨物船等）」（以下「本事業」という。）の入札を実施するの

で、入札及び契約心得（平成２７年防衛装備庁公示第１号）を熟知の上、参加されたい。 

 

記 
 

１ 入札方式 

一般競争入札（総合評価落札方式） 
 

２ 入札及び開札日時 

（１）入札日時 

令和７年１２月１５日（月）１４時３０分 

（２）開札日時 

令和８年 １月３０日（金）１４時３０分 
 

３ 入札及び開札場所 

防衛装備庁調達事業部需品調達官事務室（電子入札のみの場合） 

ただし、紙入札方式を併用する場合は、防衛装備庁第３入札室（Ｄ棟４階）にて行う。 
 

４ 競争参加資格 

「民間船舶の運航・管理事業（貨物船等） 実施方針」（令和７年６月３０日）（以下「実施方針」

という。）第２ ３ による。 
 

５ 入札方法 

  落札の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 

（１） 業務要求水準書及び事業者選定基準を踏まえた事業提案を期限までに提出しなければならない。 

（２） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を

加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１００／１１０に相当する金額

を入札書に記載すること。 
 

６ 保証金 

入札保証金……免除する。 

契約保証金……本事業契約の締結日から本事業船舶の運航開始日の前日までを期間として、本事業

契約の保証を求める。細部は、実施方針 第３ ２（１）による。 
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７ 保証金の処分 

契約保証金は、契約者がその義務を履行しないときは、国庫に帰属する。 
 

８ 保証金納付の免除 

６ の保証金以上の金額につき、保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ

ときは、契約保証金を免除する。 
 

９ 入札の無効 

４ の参加資格のない者のした入札又は別紙の２（４）各号に該当する入札は無効とする。 
 

10 契約書作成の必要の有無 

有 
 

11 適用する契約条項 

民間船舶の運航・管理事業（貨物船等） 特別契約条項 

暴力団排除に関する特約条項 

談合等の不正行為に関する特約条項 
 

12 入札に付する事項 

調達要求番号 品名（事業名） 規格 数量 納入場所 
納期（事業

期間） 
摘要 

7-07-2013-028A-

K -4003 

民間船舶の運航・

管理事業（貨物船

等） 

業務要求水準書

のとおり 
１式 

統合幕僚

監部 

契約締結日

～R18.12.31 
 

（１）説明会  ：無 

（２）提出書類等：有 
 

13 その他 

（１）防衛装備品等調達システムの利用 

本件入札は、防衛装備品等調達システムを利用する案件である。同システムによる電子入札の場

合、入札書の受領期間は令和７年１２月８日（月）９時３０分から令和７年１２月１２日（金）１

８時００分までとする。ただし、行政機関の休日を除く。 

なお、システムの障害により、入札取り止めを含め、本公告内容を変更する場合がある。また、

防衛装備品等調達システムにより難い者は紙入札方式によるものとし、この場合には、令和７年１

２月１２日（金）１７時００分までに防衛装備庁調達事業部需品調達官付 PFI 班へ「紙入札方式参

加届」を提出すること。 

（２）端数処理 

入札書に記載された金額の１１０／１００に相当する金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みが

あったものとする。 
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（３）その他 

細部は別紙及び入札説明書による。 

本書記載事項及び入札説明書等の詳細については、防衛装備庁調達事業部需品調達官付 PFI 班

（問い合わせ先：03(3268)3111 内線 35553）に照会のこと。 

入札金額が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、または、

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札

者としない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連文書：入札説明書 

「民間船舶の運航・管理事業（貨物船等） 実施方針」（令和７年６月３０日） 

添付書類：別紙  
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別 紙 

 

 

１ 事業概要 

（１）事業内容 

本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１

１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、ＰＦＩ事業として実施す

ることが効率的かつ効果的であると合理的に認められる場合に、同法第７条に基づき

特定事業として選定され、実施するものである。 

 

（２）業務の概要 

総合評価落札方式により選定された者（以下「落札者」という。）は、本事業の遂行

のみを目的として、会社法（平成１７年法律第８６号）第２５条に規定する株式会社（以

下「事業者」という。）を設立し、当該事業者は落札者の提案に基づき、以下の業務ア

～オを実施するものとする。 

 

ア 船舶調達業務 

イ 船舶維持管理業務 

ウ 船員雇用・養成業務 

エ 船舶運航業務 

オ 全般管理業務 

 

２ 入札手続き等 

（１）担当部局（提出書類等に関する照会窓口） 

〒１６２－８８７０ 東京都新宿区市谷本村町５－１ 

防衛装備庁調達事業部需品調達官付 PFI 班 

電話 ０３－３２６８－３１１１（代表） 内線３５５５３ 

メールアドレス procurement-pfi@atla.mod.go.jp 

 

（２）競争参加資格の確認（第一次審査） 

ア 第一次審査資料の提出 

応募者は、本入札に参加することを表明し、実施方針 第２ ３ に掲げる競争参

加資格を有することを証明するため、第一次審査資料（入札参加表明書及び競争参加

資格確認申請書をいう。）を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなけれ

ばならない。 

イ 提出期限 
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令和７年１０月２４日（金）１７時００分まで。 

ウ 提出方法 

（１）へ持参又は郵送するものとする。 

 

（３）入札（入札書及び第二次審査資料の提出） 

ア 入札日時（入札書及び第二次審査資料の提出日時） 

令和７年１２月１５日（月）１４時３０分 

イ 入札場所（入札書及び第二次審査資料の提出場所） 

防衛装備庁調達事業部需品調達官事務室（電子入札のみの場合） 

ただし、紙入札方式を併用する場合は、防衛装備庁第３入札室（Ｄ棟４階）にて行

う。 

ウ 入札書の提出方法 

（ア）電子入札の場合 

入札書は、防衛装備品等調達システムを通じて提出するものとする。 

（イ）紙入札の場合 
入札書は、「入札及び契約心得 別記様式第３－４－１号」による。入札書の記

入及び提出に当たっては、次の点に留意すること。 

・品名は、公告本文の 12 に掲げる品名（事業名）とする。 

・年月日は、入札書の提出年月日とする。 

・代理人が入札する場合は、入札者の氏名と代理人であることの表示及び当該代理

人の氏名を記載し、委任状「入札及び契約心得 別記様式第３－４－３号」を入

札書の提出時までに提出する。 

・担当者氏名及び連絡先を記載すること。 

・入札書は、封筒に入れ封印し、かつその表紙に「氏名（法人の場合はその名称又

は商号）」及び「令和８年１月３０日開札、民間船舶の運航・管理事業（貨物船

等）の入札書在中」と記載し、提出するものとする。 

・郵便、ＦＡＸ、Ｅｍａｉｌその他の方法による入札書の提出は認めない。 

エ 第二次審査資料の提出方法 

第二次審査資料及びその電子データを収録したＣＤ－Ｒ等を提出するものとする。 

 

（４）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい

た場合には、落札決定を取り消す。 

ア 第一次審査により競争参加資格を認められていない者のした入札 

イ 第一次審査により競争参加資格を認められた者であっても、開札の時までに同資

格を失った者、又は開札の時において同資格のない者のした入札 
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ウ 第二次審査により不合格の通知を受けた者のした入札 

エ 入札参加表明書に記載された応募者の代表企業以外の者のした入札 

オ その他入札説明書において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札 

 

（５）落札者の選定 

落札者の選定は、価格及びその他の条件が国にとって最も有利な事業提案をした者

を選定する総合評価落札方式（会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の６第２項、

予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９１条第２項）による。 

 

３ その他 

（１）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

この公告の公表時点において競争参加資格の認定を受けていない者であっても、当

該競争参加資格の認定を受けることにより、第一次審査に参加することができる。 

 

（２）その他 

ア 細部は入札説明書による。 

イ この公告は、本事業がＰＦＩ法第７条に基づき特定事業として選定されることを

前提としたものである。客観的な評価の結果、本事業を特定事業として選定しない

こととされ、防衛省ホームページ等において公表された場合は、この公告を取り下

げるものとする。 


